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高知県農業クラスター計画策定事業費補助金交付要綱

第１条～第５条 （略）

（補助の条件）

第６条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。

（１）補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収

入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算し

て５年間保管すること。

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第２号様式により、

知事の承認を受けなければならないこと。

(３）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければなら

ないこと。

（４）補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれか

に該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排

除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

（５）補助事業の執行に際しては、県又は市町村が行う契約手続の取扱い

に準じて行わなければならないこと。

（６）補助事業者（市町村を除く。）においては、県税の全税目で滞納がな

いこと。ただし、県税の納税義務がない場合は、申立書を提出すること。

（７）補助事業者（市町村を除く。）においては、県に対する税外未収金債

務の滞納がないこと。この場合において、税外未収金の滞納がない旨を

証する誓約書兼同意書を提出すること。

高知県農業クラスター計画策定事業費補助金交付要綱

第１条～第５条 （略）

（補助の条件）

第６条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。

（１）補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収

入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算し

て５年間保管すること。

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第２号様式により、

知事の承認を受けなければならないこと。

(３）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければなら

ないこと。

（４）補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれか

に該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排

除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

（５）補助事業の執行に際しては、県又は市町村が行う契約手続の取扱い

に準じて行わなければならないこと。

（６）補助事業者（市町村を除く。）においては、県税の全税目で滞納がな

いこと。ただし、県税の納税義務がない場合は、申立書を提出すること。

（追加）
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附 則

１ この要綱は、平成 28 年５月６日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条第１号、第８条第３

項、第 10 条及び第 12条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

第７条～第１３条 （略）

附 則

この要綱は、平成 29 年４月 19日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年２月 21 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年 12 月 22 日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成 28 年５月６日から施行する。

２ この要綱は、令和４年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条第１号、 第８条第３

項、第 10条及び第 12条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

第７条～第１３条 （略）

附 則

この要綱は、平成 29 年４月 19 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年２月 21 日から施行する。

（附則の追加）



高知県農業クラスター計画策定事業費補助金交付要綱 新旧対照表

（改正後） （改正前）

3

別表（第３条関係）補助事業者、補助対象経費及び補助率等

※事業区分の各事業は、併用を可能とする。

※算出された交付額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

（注１）地権者：土地の所有者

（注２）中間管理機構等：農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体

別表（第３条関係）補助事業者、補助対象経費及び補助率等

※事業区分の各事業は、併用を可能とする。

※算出された交付額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

（注１）地権者：土地の所有者

（注２）中間管理機構等：農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体

事業

区分

補助事業

者

(事業実

施主体)

事業

内容
補助対象要件

補助対象経

費
補助率

補助金

上限額

（略）

次世代園芸

団地用地確

保事業

市町村

（用地の

地権者若

しくは地

権者等で

構成する

任意組織

又は耕作

者）

農業クラスタ

ーの核となり

うる園芸団地

用地を 確保

し、園芸団地

が長期にわた

り持続するた

め、地権者又

は耕作者の協

力に対して支

援する事業

下記の内容を満たしていること。

①対象用地は、市町村が次世代園芸

団地候補地として指定した地区指定

用地であり、知事の承認を得ている

こと。

②用地は20年以上の長期にわたり提

供されること。

③対象地区について、「農業クラスタ

ープラン」又は「次世代園芸団地基

盤整備基本計画」が作成されている

こと。

④県の小規模園芸農地集積支援事業

の対象農地ではないこと。

⑤国の機構集積協力金交付事業のう

ち、経営転換協力金交付事業の対象

農地ではないこと。

※「農用地利用配分計画」の写しを

実績報告書提出時に添えること（農

地の場合）。

(１)地権者集積
協力金
対象地区の地
権者で、賃貸借
又は売買によ
り、20 年以上
用地を提供す
る者に対し交
付する補助金

(２)耕作者集積
協力金
対象地区の耕
作者で、下記の
内容を満たし
ている者に対
し交付する補
助金
①一人で合計
１ha 以上の用
地を合意解約
等により提供
できること。
（ただし、各筆
ごとに本事業
区分を利用で
きるものとす
る。）
②地権者又は
中間管理機構
等と賃貸借契
約等を締結し
ていること。
③対象用地で
１年以上の耕
作実績がある
こと。
④対象用地の
地権者と同一
の世帯に属す
る者又は二親
等内の親族で
はないこと。

※地区指定(変
更)計画書に記
載された地権
者又は耕作者
を補助対象者
とし、利用権設
定等を行う予
定年度に申請
を行うものと
する。

(１ )地権
者集積協

力金

市町村補

助額の２

分の１以

内

①賃貸借

20 年 以

上：10万
円 以 内
/10a
30 年 以

上：15万
円 以 内
/10a
②売買

15万円以
内/10a

(２)耕作
者集積協

力金

市町村補

助額の２

分の１以

内

(１ )地権者集

積協力金

地権者 1 人当

たり 150 万円

を 上 限 と す

る。

(２ )耕作者集

積協力金

10a 当たり 10

万円を上限と

する。

事業

区分

補助事業

者

(事業実

施主体)

事業

内容
補助対象要件

補助対象経

費
補助率

補助金

上限額

（略）

次世代園芸

団地用地確

保事業

市町村

（用地の

地権者若

しくは地

権者等で

構成する

任意組織

又は耕作

者）

農業クラスタ

ーの核となり

うる園芸団地

用 地を 確保

し、園芸団地

が長期にわた

り持続するた

め、地権者又

は耕作者の協

力に対して支

援する事業

下記の内容を満たしていること。

①対象用地は、市町村が次世代園芸

団地候補地として指定した地区指定

用地であり、知事の承認を得ている

こと。

②用地は20年以上の長期にわたり提

供されること。

③対象地区について、「農業クラスタ

ープラン」又は「次世代園芸団地基

盤整備基本計画」が作成されている

こと。

④県の小規模園芸農地集積支援事業

の対象農地ではないこと。

⑤国の機構集積協力金交付事業のう

ち、経営転換協力金交付事業の対象

農地ではないこと。

※「農用地利用配分計画」の写しを

実績報告書提出時に添えること（農

地の場合）。

(１)地権者集積
協力金
対象地区の地
権者で、賃貸借
又は売買によ
り、20 年以上
用地を提供す
る者に対し交
付する補助金

(２)耕作者集積
協力金
対象地区の耕
作者で、下記の
内容を満たし
ている者に対
し交付する補
助金
①一人で合計
１ha 以上の用
地を合意解約
等により提供
できること。
（ただし、各筆
ごとに本事業
区分を利用で
きるものとす
る。）
②地権者又は
中間管理機構
等と賃貸借契
約等を締結し
ていること。
③対象用地で
１年以上の耕
作実績がある
こと。
④対象用地の
地権者と同一
の世帯に属す
る者又は二親
等内の親族で
はないこと。

※地区指定(変
更)計画書に記
載された地権
者又は耕作者
を補助対象者
とし、利用権設
定等を行う予
定年度に申請
を行うものと
する。

(１ )地権
者集積協

力金

定額

①賃貸借

20 年 以

上：20万
円/10a
30 年 以

上：30万
円/10a
②売買

30万円
/10a

(２)耕作
者集積協

力金

市町村補

助額の２

分の１以

内

(１ )地権者集

積協力金

地権者 1 人当

たり 300 万円

を 上 限 と す

る。

(２ )耕作者集

積協力金

10a 当たり 10

万円を上限と

する。
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第１号様式（第４条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名

（生年月日 年 月 日）

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金交付申請書

（以下、略）

別紙１～２（略）

第２号様式（第６条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名

第１号様式（第４条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名 印

（生年月日 年 月 日）

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金交付申請書

（以下、略）

別紙１～２（略）

第２号様式（第６条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名 印
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令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金

補助事業中止（廃止）承認申請書

（以下、略）

第３号様式（第７条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金変更承認申請書

（以下、略）

第４号様式（第８条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金

補助事業中止（廃止）承認申請書

（以下、略）

第３号様式（第７条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名 印

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金変更承認申請書

（以下、略）

第４号様式（第８条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称
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代表者名

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金実績報告書

（以下、略）

第５号様式（第８条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金に係る

消費税仕入控除税額等報告書

（以下、略）

第６号様式（第９条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

代表者名 印

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金実績報告書

（以下、略）

第５号様式（第８条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地

名称

代表者名 印

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金に係る

消費税仕入控除税額等報告書

（以下、略）

第６号様式（第９条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

所在地
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名称

代表者名

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金概算払請求書

（以下、略）

名称

代表者名 印

令和 年度高知県農業クラスター計画策定事業費補助金概算払請求書

（以下、略）


